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平成２１年１２月２４日 

新ファンド募集開始のお知らせ 

東京都千代田区内幸町一丁目 1番 1号 
帝国ホテルタワー14階 

ムーンライトキャピタル株式会社 
 
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび当社は、平成 21年 12月 24日より下記ファンドの募集を開始いたしますのでお知
らせいたします。 
 

記 

ファンドの名称 
ムーンライト・エイドスファンド（愛称：アマテラス） 
（追加型／国内／株式／特殊型）※課税上は株式投資信託として取扱われます。 

ファンドの目的 
この投資信託は、わが国の株式市場にかかわらず、プラスの絶対収益を

目指すことにより信託財産の中長期的な安定的成長を図ることを目標と

して運用を行います。 

主な投資対象 

わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8項第 3号ロに規定する外国
金融商品市場をいいます。）に上場している株式・株価指数先物取引・株

価指数オプション取引、ならびに公社債等を主要投資対象とします。 

投資方針 

① 株式・株価指数先物取引・株価指数オプション取引の運用に関して
は、統計分析による短期取引、システムトレーディング、イベント

ドリブン、裁定取引等を中心として、リスク比でリターンを目指し

ます。 
② 公社債等の運用に関しては、短期債券、コマーシャル・ペーパー等

を中心に短期金利の安定確保を目指します。 
③ 公社債の投資比率は、原則として 50％超の高位を保つこととしま
す。 

④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価額変

動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、

有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先

物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ

るわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券

オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション

取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取金利

または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する

取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。 
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産

の規模によっては、上記の運用と異なる場合があります。 
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主な投資制限 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投

資割合は、信託財産の純資産総額の 25％未満とします。 
② 外貨建資産への投資は行いません。 
③ 先物、オプション等派生商品取引をヘッジ以外の目的にも使用いた

します。 
④ 株式および公社債の組入総額と株価指数先物取引の建玉の時価総額

との合計額が信託財産の純資産総額に対してマイナスの場合は、信

託財産の純資産総額の範囲内、プラスの場合は、信託財産の純資産

総額の約 1.5倍までとします。 
⑤ オプション取引の指図を行う場合には、オプションプレミアムの支

払い合計額が、信託財産の純資産総額に対して 5％以内とします。 
主な価格変動リスク 株価変動リスク・金利変動リスク 
信託期間 無期限 

決算日 
原則 毎年 1月 25日（ただし、休業日の場合は翌営業日）です。 
ただし、第 1期の計算期間は、平成 22年 2月 2日から平成 23年 1月 25
日までとします。 

収益分配 
① 分配対象収益額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当

等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 
② 収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案し、委託者が決定します。

償還条項 

① 受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が

発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。 
② 受益権口数が 3 億口を下回ることとなった場合は、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。 

買付単位 １千万口以上１万口単位（当初元本 1口＝１円） 
買付申込締切時間 午後 3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします。 
買付価額 買付のお申込受付日の基準価額とします。 
申込手数料 ありません。 

買付代金の支払い 販売会社が定める日までに申込金額を販売会社に支払うものとします。

申込の中止・取消 

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があると

きは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。 
＜大口制限について＞ 
ファンドの資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場

合があります。 
換金単位 1万口単位でご換金できます。 
換金申込締切時間 午後 3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします。 
換金価額 ご換金のお申込受付日の基準価額です。 
換金手数料 ありません。 
信託財産留保額 ありません。 

換金代金の支払い 
原則としてお申込日から起算して 5 営業日目から販売会社にてお支払い
します。 
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募集期間 
当初募集期間：平成 21年 12月 24日から平成 22年 2月 1日まで 
継続募集期間：平成 22年 2月 2日から平成 23年 4月 22日まで 

設定予定額又は当初

設定予定額 
当初設定予定額：50億円を上限とします。 

設定日 当初設定日：平成 22年 2月 2日 
継続募集額 300億円を上限とします。 
委託会社 ムーンライトキャピタル株式会社 
販売会社 イニシア・スター証券株式会社 
受託銀行 住友信託銀行株式会社 
 
おお客客様様ににごご負負担担いいたただだくく費費用用（当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。） 

● 直接ご負担いただく費用 

申込手数料／換金手数料／信託財産留保額 ありません。 

● 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 

信託報酬 ①基本報酬と②実績報酬の総額とします。 

①基本報酬 ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年 1.2075％（税抜き年

1.15％）の率を乗じて得た額とします。 

②実績報酬 基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハ

イ・ウォーター・マークを控除して得た額に、31.5％（税抜き 30％）の率を乗じて得

た額が実績報酬として計上されます。実績報酬は 1年毎に見直されます。 

その他の費用 信託事務の処理に要する諸費用（監査報酬、目論見書等の印刷費用等。純資産

総額に対して年 0.105％（税抜き年 0.10％）を上限とします。）、有価証券等の売買

にかかる手数料等を当ファンドより間接的にご負担いただきます。（注） 

（注）その他費用については、純資産総額や運用状況等により変動するものであ
り、事前に金額、上限額等を予め表示することができません。 

○お客様の負担となる費用等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に

合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。  必ず、「投資信託

説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 

 
フファァンンドドののリリススククににつついいてて  

当ファンドは、主に国内株式、金融派生商品（デリバティブ）および公社債等を実質的な投資対象としま

すので、組入れた有価証券の値動き等の影響により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。し

たがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被

り、投資元本が割込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」等があります。 

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 

 
以上 


